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武蔵野大学環境研究所紀要投稲・執筆要項

1. 目的

武蔵野大学環境研究所紀要（以下「紀要」という）は、武蔵野大学（研究所 ・大学院を含め以下「本学」という）の教

員および大学院学生等の研究成果（以下「論文」という）を年1回公表することを目的とする。

2. 投稿資格

(1)紀要に投稿できる者は、①嘱託 ・客員・非常勤を含む本学教員 ・研究員ならびに大学院学生 ・研究生、 ②本学

関係者で紀要編集委員会（以下「委員会」という）が認めた者、③委員会が投稿を依頼した者、 とする。なお、以

上の原則に該当しない場合は、委員会が判断する。

(2) 前項②の「関係者」とは、大学院を修了 ・退学した者で本学に提出した修士論文 ・博士論文に関わる成果を発

表しようとする者、および本学の研究活動と密接に関わる成果を発表しようとする者（共同研究の相手方な

ど）、とする。なお、修士論文関連の投稿は論文提出後1年以内、博士論文閲連の投稿は論文提出後2年以内に

限る。

(3) 大学院学生 ・研究生および(1)項②の「関係者」は、事前に指導教員または担当教員の承認を得たうえで、当該

教員を通して投稿申し込み、原稿提出、校正刷りの受け渡し等を行う。

(4)論文は未公刊で和文または英文によるものに限る。なお投稿は1名につき1編とするが、筆頭でない共同執

筆者となる場合は複数の投稿を認める場合がある。また筆頭でない共同執筆者の範囲は、論文への相応の貢

献が認められる限り、特に制限しない。

(5) 投稿者は、 共著者も含め、 投稿論文が電子化され、 広く 一般に公開されることを前提に、 著作権・肖像権

等が処理済みであること。

3. 年間スケジュール

(1)論文の投稿申し込み期限は毎年7月末日、 原稿の提出期限は10月末Hとする。

(2) 紀要の刊行は翌年 3月とする。印刷仕上がりは原則として白黒となる。

4. 投稿要領

(1) 原稿は、完成したものを、電子記録媒体と出力原稿(2部）の両方で提出する。

(2) 原稿（和文）は A4 判用紙（縦置き）1 枚に横書き 43 字X38 行の印字で 16 枚以内とする。これには、表題から

文献リストまで、本文、図、表、写真、抄録等の一切を含む。英文の場合もこれに準じる。

(3) 和文原稿の表記には、特別な理由がない限り、常用漢字、現代かなづかい、算用数字を用いる。

(4) 原稿冒頭に約 12行分を確保し、①和文表題、②英文表題、③執筆者氏名（和文表記）、④執筆者氏名（ローマ字

or英文表記）を記載する。なお、冒頭頁の脚注となる執筆者情報は委員会で編集する。

(5) 図、表、写真の挿入個所は十分な誌面余裕をもって指示し、これらの原稿は、1件l頁の印刷が可能な形式で別
ファイルに格納する。なお、イメ ージファイルについては十分な精細度を持つものに限る。

5. その他

(1)論文は無審査を原則とするが、掲載の適切性に疑義がある場合は、委員会の指示にしたがうこと。

(2) 校正は 2回、委員会を介して実施する。校正時に大幅な変更があった場合は、掲載を拒否できる。

(3) 抜刷は 30 部までは無料． それ以上を希望する場合は 30 部超過分の費用は執筆者負担となる。

(4) 論文の著作権は執筆者に帰属する。ただし、紀要の刊行により公表された論文について、本研究所は成果公

表目的の範囲内で複製、翻案、公衆送信、 リポジトリ（電子アーカイブシステム）等の権利を保有する。
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